
松山市コワーキングスペース 

利用支援補助金 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

松山市コワーキングスペース利用支援補助金とは？ 
 個人事業主等が、松山市が指定したコワーキングスペースを、事業活動

や起業準備、副業の場として利用した場合に支払われる補助金で、多様な

働き方を支援する制度です。 

補助率 
 対象経費の１／２ 

最大６万円 
１カ月あたり１万円×６カ月 



指定されたコワ

ーキングスペー

スをご利用くだ

さい。（この間

最大６ヶ月） 

補助対象期間

終 了 後 ２ ヶ 月

以内に、『交付

申請書』をご提

出ください。 

書類確認後、

補助金を交付

します。 研
修

等
の

受
講

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用契約後 

１ヶ月以内に、 

『交付要件認

定申請書』をご

提出ください。 


